
 

大分地方最低賃金審議会  

議 事 次 第 

 

 

 

１  開催日時   令和６年３月５日（火）  

                  16 時 00 分から  

 

２  開催場所   大分労働局  

第２ソフィアプラザビル４階会議室  

        （大分市東春日町 17 番 20 号）  

 

３  議   題  

（１）大分県特定最低賃金の改正に係る意向表明について  

（２）その他  

 

 

 

 

 



 

 

 

大分地方最低賃金審議会資料 

（令和６年３月５日） 

 

 

資料 

 №１･･･ 大分地方最低賃金審議会委員名簿 

 

№２･･･ 大分県特定（産業別）最低賃金の金額改正に関わる意向表明（写） 

 

 №３･･･ 特定（産業別）最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数 

 

№４･･･ 日本標準産業分類の改定に伴う特定最低賃金の取扱いについて 

 

 №５･･･  令和６年度審議日程（案） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



荒井 公美 再任

井田 雅貴 再任

河野 憲嗣 新任 大分大学経済学部教授

田中 朋子 新任

松隈 久昭 再任

阿部 信幸 新任 ＵＡゼンセン大分県支部次長

鹿嶋 秀和 再任 連合大分副事務局長

原口 享子 再任

藤本 雅史 再任

山田 功一 再任

大塚 浩 新任 大分県商工会議所連合会専務理事

神　昭雄 再任

髙橋 基典 新任 大分県商工会連合会専務理事

藤野 久信 再任

宮脇 恵理 再任

連合大分事務局長

現　　　　　職

弁護士

連合大分女性委員会事務局長

弁護士・社会保険労務士

大分大学経済学部教授

大 分 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 委 員 名 簿  （ 57期 ）

使
用
者
代
表

労
働
者
代
表

公
益
代
表

区分

合同会社アイ・ジー・シー代表社員

電機連合大分地方協議会事務局長

大分県経営者協会専務理事

令和5年11月1日

                                            （ ５０音順 ）

大分県中小企業団体中央会専務理事

新・再

特定社会保険労務士

kanedah
フリーテキスト
資料№１



taguchiys
スタンプ





大分県(人)

適用使用者数 適用労働者数

379 28,225

鉄鋼業 20 2,770

非鉄金属製造業 11 1,392

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 87 11,087

自動車・同附属品製造業、船舶製造･
修理業,舶用機関製造業 114 7,910

各種商品小売業
(旧産業分類(第13回改定)に基づく業種分類) 30 2,523

自動車(新車)小売業 117 2,543

　　　　令和５年12月末現在

（算出根拠：「令和３年経済センサス－活動調査」及び各種調査結果）

特定(産業別)最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数

産   業   名

特定（産業別）最低賃金
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日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
定
に
伴
う
特
定
最
低
賃
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て

令
和
５
年
６
月
、
日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
定
が
告
示
さ
れ
、
令
和
６
年
４
月
１
日
に
施
行
予
定
と
さ
れ
て
い
る
。

改
定
の
主
な
内
容
は
、
「
百
貨
店
」
、
「
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
、
「
均
一
価
格
店
」
等
の
分
類
項
目
の
新
設
、
名
称
変
更
に
よ
る
「
砂

糖
・
で
ん
ぷ
ん
糖
類
製
造
業
」
、
「
，
」
（
カ
ン
マ
）
の
「
、
」
（
読
点
）
へ
の
修
正
等
の
設
定
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

１
日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
定
の
概
要

現
在
設
定
さ
れ
て
い
る
特
定
最
低
賃
金
に
お
い
て
産
業
分
類
の
改
定
の
影
響
を
受
け
る
主
な
産
業
は
、
「
糖
類
製
造
業
」
、
「
各
種
商
品
小
売

業
」
、
「
百
貨
店
，
総
合
ス
ー
パ
ー
」
の
３
種
（
改
定
の
内
容
な
次
の
表
を
参
照
）
。
こ
の
ほ
か
「
，
」
（
カ
ン
マ
）
の
修
正
に
よ
り
、
多
く
の
特

定
最
低
賃
金
に
お
い
て
改
正
の
対
応
が
必
要
と
な
る
。

２
日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
定
の
影
響
を
受
け
る
特
定
最
低
賃
金

中
分
類

小
分
類

細
分
類

項
目
名

0
9

食
料
品
製
造
業

0
9
5

糖
類
製
造
業

5
6

各
種
商
品
小
売
業

5
6
1

5
6
1
1

百
貨
店
，
総
合
ス
ー
パ
ー

5
6
9

5
6
9
9

そ
の
他
の
各
種
商
品
小
売
業

（
従
業
者
が
常
時
5
0
人
未
満
の
も
の
）

5
8

飲
食
料
品
小
売
業

5
8
9

5
8
9
1

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

6
0

そ
の
他
の
小
売
業

6
0
3

6
0
3
1

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

6
0
9

6
0
9
1

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

中
分
類

小
分
類

細
分
類

項
目
名

変
更
内
容

0
9

食
料
品
製
造
業

0
9
5

砂
糖
・
で
ん
ぷ
ん
糖
類
製
造
業

名
称
変
更

5
6

各
種
商
品
小
売
業

5
6
1

5
6
1
1

百
貨
店

「
百
貨
店
，
総
合
ス
ー
パ
ー
」

を
分
割
し
て
新
設

5
6
2

5
6
2
1

総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

5
6
3

5
6
3
1

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

移
動

5
6
4

5
6
4
1

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

移
動

5
6
5

5
6
5
1

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

移
動

5
6
6

5
6
6
1

均
一
価
格
店

新
設

5
6
9

5
6
9
9

そ
の
他
の
各
種
商
品
小
売
業

名
称
変
更

＜
旧
産
業
分
類
＞

＜
新
産
業
分
類
＞


申
出
を
行
う
関
係
労
使
に
対
し
て
、
現
在
設
定
さ
れ
て
い
る
特
定
最
低
賃
金
の
適
用
対
象
業
種
の
範
囲
を
変
更
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ

と
。


適
用
対
象
業
種
の
範
囲
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
場
合
は
改
正
と
取
り
扱
い
、
適
用
対
象
業
種
の

範
囲
に
変
更
が
生
じ
る
場
合
は
新
設
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。
こ
の
場
合
、
改
正
と
新
設
と
で
申
出

の
要
件
が
異
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。


改
正
、
新
設
、
廃
止
の
各
ケ
ー
ス
に
お
け
る
申
出
及
び
決
定
の
際
の
件
名
及
び
適
用
対
象
業
種
の

範
囲
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
右
表
の
と
お
り
。

３
日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
定
を
踏
ま
え
た
特
定
最
低
賃
金
の
取
扱
い
の
ポ
イ
ン
ト

申
出

決
定

改
正

旧
新

新
設

新
新

廃
止

旧
旧

（
旧
：
旧
産
業
分
類
、
新
：
新
産
業
分
類
）
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日
本
標
準
産
業
分
類
の
改
定
に
伴
う
特
定
最
低
賃
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
改
正
の
手
順
）

答
申
文
の
イ
メ
ー
ジ

●
●
労
働
局
長

●
●
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
長

●
●
県
各
種
商
品
小
売
業
の
改
正

決
定
に
つ
い
て
（
答
申
）

（
以
下
、
略
）

（
別
紙
）

●
●
県
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
最
低
賃
金

１
（
略
）

２
適
用
す
る
使
用
者

前
号
の
地
域
内
で
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
当
該
産
業
に
お

い
て
管
理
、
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所
又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す

る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
営
む
使
用
者

４
～
６
（
略
）

各
種
商
品
小
売
業
最

低
賃
金

改
正
申
出
書

百
貨
店
,総

合
ス
ー
パ
ー

最
低
賃
金

改
正
申
出
書

糖
類
製
造
業

最
低
賃
金

改
正
申
出
書

申
出
書
の
件
名

（
旧
産
業
分
類
）

で
答
申

件
名
変
更
等
は

し
な
い

・
現
行
の
特
定
最
低
賃
金
の
改
正
で
あ
る
こ
と
の
確
認

・
適
用
対
象
業
種
の
範
囲
に
変
更
が
な
い
こ
と
の
確
認

申
出
要
件
を
確
認
し
、
受
付

申
出
書
の
件
名
（
旧
産
業
分
類
）
で
必
要
性
審
議
の
諮
問

必
要
性
の
審
議

必
要
性

無
必
要
性

有
必
要
性

有

申
出
書
の
件
名
（
旧
産
業
分
類
）
で
答
申

申
出
書
の
件
名
（
旧
産
業
分
類
）
で

金
額
審
議
の
諮
問

金
額
審
議
に
お
い
て
改
正
金
額
に
つ
い
て
答
申

・
答
申
文
（
本
体
）
の
件
名
は
諮
問
に
揃
え
る

・
答
申
文
（
別
紙
）
に
新
産
業
分
類
に
基
づ
く
件
名

及
び
適
用
対
象
業
種
の
範
囲
を
記
載

＜
答
申
文
（
本
体
）
＞

＜
答
申
文
（
別
紙
）
＞

●
●
労
働
局
長

●
●
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
長

●
●
県
百
貨
店
，
総
合
ス
ー
パ
ー
の

改
正
決
定
に
つ
い
て
（
答
申
）

（
以
下
、
略
）

（
別
紙
） ●
●
県
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
そ
の
他
の
各
種
商
品
小

売
業
最
低
賃
金

１
（
略
）

２
適
用
す
る
使
用
者

前
号
の
区
域
内
で
百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
そ
の
他
の
各
種

商
品
小
売
業
、
当
該
産
業
に
お
い
て
管
理
、
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所

又
は
純
粋
持
株
会
社
（
管
理
す
る
全
子
会
社
を
通
じ
て
の
主
要
な
経
済
活
動
が

百
貨
店
、
総
合
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
そ
の
他
の
各
種
商
品
小
売
業
に
分
類

さ
れ
る
者
に
限
る
。
）
を
営
む
使
用
者

４
～
６
（
略
）

新
産
業
分
類
に
基
づ
く

件
名
を
記
載

新
産
業
分
類
に
基
づ
く

適
用
対
象
業
種
の
範
囲
を
記
載

件
名
は
諮
問
に
揃
え
る



年月日 曜日 開始時刻 会議名称 議事内容

7月4日 木 13:30 本審 会長等選出、改正諮問、運営規程

7月26日 金 13:30 専門部会
部会長選出、運営規程、

参考人意見聴取

7月31日 水 13:30 本審
目安伝達

特定最賃必要性有無諮問

7月31日 水 本審終了後 専門部会 金額審議（１回目）

8月2日 金 10:00 専門部会 金額審議（２回目）

8月5日 月 10:00 専門部会 金額審議（３回目）

16:00 本審 答申：９月29日（日）法定発効

10:00 専門部会 金額審議　　　予備

16:00

8月20日 火 13:30 運営小委員会
特定最賃必要性の有無審議

参考人意見聴取

8月21日 水 10:00 本審 異議審議（8月5日結審分）

10:00

9月25日 水 13:30 特定最賃合同会議

9月27日～

10月24日
各部会 金額審議

10月25日 金 13:30 本審
特定最賃答申

12月25日（月）統一発効

11月12日 火 10:00 本審 異議審議

3月5日 水 16:00 本審 意向表明

（予備日）

　8月22日（木）～27日（火）

（8月６日以降の答申の場合）

本審（異議審議）

　　異議審議　8月22日（木）（８月６日　結審分）

　　異議審議　8月23日（金）（８月７日　結審分）

　　異議審議　8月26日（月）（８月８日　結審分）

　　異議審議　8月27日（火）（８月９日　結審分）

令和6年度審議日程（案）

専門部会で結審の場合

（予備日）

　8月6日（火）～9日（金）

8月5日までに結審しない場合の

予備日

（審議の進行状況により日程を

調整する。）

本審

　　答申　8月6日（火）：10月２日（水）法定発効

　　答申　8月7日（水）：10月３日（木）法定発効

　　答申　8月8日（木）：10月４日（金）法定発効

　　答申　8月9日（金）：10月５日（土）法定発効
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